様式第２号（第５条関係）	　　　　　（第１面）
	
　　年　　月　　日
（宛先）
枚　方　市　長
住　　所
氏　　名
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

電話番号

指定事業所設置届出書

枚方市公害防止条例第８条の規定により、指定事業所の設置について次のとおり届け出ます。

	指定事業所の名称
	

	指定事業所の所在地
	(郵便番号　　　－　　　　)
枚方市

	敷地の状況
	用途地域
	
	敷地面積（m2）
	

	
	周辺の状況
	指定事業所の敷地境界から15ｍ以内の住居系地域の有無
	□有　　□無

	指定事業所の業種
（日本標準産業分類の
細分類の項目名・コード）
	業種名
	
	種類
	□工場　□GS　□洗車　□資材置場
□産廃　□ｺﾞﾙﾌ　□ｺﾞﾙﾌ練習　□ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ

	
	
	
	

	
	分類コード
	
	
	
	
	□ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞ・ﾃﾆｽ　□自動車整備　□再生資源　□薬品小分

	主要生産品目
又は主要業務
	
	使用原材料
	

	作業員数
	人
	作業時間
	　　時　　分～　　時　　分

	工事着手予定日
	　　年　　月　　日
	操業開始予定日
	　　年　　月　　日

	公害防止担当部署及び担当者
	　　　　　　　部　　　　　　　課　　　担当者
（電話番号　　　　－　　　　　）


通　知　欄
	※収受印
	※通知内容

	
	


備考　※印の欄には、記載しないこと。


（第２面）
	用水・排水の系統及び排出水の汚染状態・量等

	排水口番号
（給排水の経路図に付した番号）
	
	

	排出水の汚染状態
	有害物質の種類
	通常（mg/L）
	最大（mg/L）
	通常（mg/L）
	最大（mg/L）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	排出水の量
（m3／日）
	通　　常
	最　　大
	通　　常
	最　　大

	
	
	
	
	

	排出水の排出方法
	排水口の数
	汚水　　　　　　本
雨水　　　　　　本

	
	排出先
	□　公共下水道（雨水の放流先の河川名　　　　　　　　　　）

	
	
	□　公共用水域（放流先の河川名　　　　　　　　　　　　　）

	汚水処理の方法等
	

	用途別
用水使用量
	用　　途
	用水使用量（m3／日）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合　　計
	

	備考
	



	添付資料
	□　付近見取図
□　建物配置図
□　給排水の経路図
□　用水及び排水の系統図
□　処理施設の構造図・仕様書等
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



（第３面）
	騒音発生施設の種類・数等

	施設番号
（施設配置図に付した番号）
	
	
	
	

	種類／型式
	
	
	
	

	公称能力（kW）
	
	
	
	

	施設数
	
	
	
	

	使用時間
	　　時～　　　時
	　　時～　　　時
	　　時～　　　時
	　　時～　　　時

	騒音防止方法
	
	
	
	

	備考
	
	
	
	


備考　「騒音発生施設」とは、定格出力が3.7キロワット以上の原動機を用いる施設をいう。

	添付資料
	□　施設配置図（施設に施設番号を付すこと。）
□　施設構造図・仕様書等
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




	有害物質の種類・用途等

	有害物質の種類
	
	

	有害物質の用途
	
	

	使用等の状況
	
	

	使用・保管等の場所
	
	

	地下浸透等防止方法
	
	

	備考
	
	



	添付資料
	□　使用・保管等の場所を示す図面
□　施設構造図・仕様書等
□　搬入及び搬出の経路図
□　安全データシート（ＳＤＳ）
□　地下浸透等防止措置に係る図面
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



（第４面）
	
法律又は大阪府の条例に規定する施設

	施設番号
（施設配置図に付した番号）
	設置する施設の適用項目
	施設の種類

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	

	
	法律（□大気 □水質 □ダイオキシン類 □騒音 □振動）
大阪府条例（□大気　□水質　□騒音　□振動）
	


備考１　「大阪府条例」とは、大阪府生活環境の保全等に関する条例をいう。
２　「施設の種類」の欄には、該当する法律に基づく政令又は大阪府条例に基づく規則に規定する名称を記載すること。
	添付資料
	□　施設配置図（施設に施設番号を付すこと。）
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



